
三重県立子ども心身発達医療センター院内保育所運営業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

三重県立子ども心身発達医療センター院内保育所運営業務 

２ 業務内容 

  委託者が入所を許可した乳幼児を対象とする三重県立子ども心身発達医療センター

院内保育所（以下、「保育所」という。）の管理運営及び施設整備 

３ 履行期間  

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

但し、履行開始日からの円滑な保育所運営に向けて、契約締結日から保育所の運営

に必要な履行準備業務を行うものとする。 

４ 委託料に関する事項 

（１）委託費用限度額 

総額 61,847,700円を上限とする（消費税は非課税） 

（内訳） 

令和７年度 0円 

令和８年度 20,615,900円 

令和９年度 20,615,900円 

令和10年度 20,615,900円 

（２）委託料の支払い 

月払いとする。 

（３）委託料の区分 

委託料は、その月の保育児の人数により区分を設定し、区分に応じた額を支払う

こととする。 

【区分１】 保育児の人数が  ０人の場合は、     円（契約時に追記） 

【区分２】 保育児の人数が  １人 から １０人までは、円（契約時に追記） 

【区分３】 保育児の人数が １１人 から １５人までは、円（契約時に追記） 

＜区分の算定方法＞ 

① 保育児の人数は、利用時間が月140時間以上の保育児を「一般保育児」とし、月

140時間未満の保育児を「臨時保育児」とする。 

② その月の臨時保育児の総利用時間を合計し140で除して得られた数値（小数点第

１位以下切上げ）に、一般保育児の数を加算した数値を、「保育児の人数」とす

る。 

＜区分の考え方＞ 

 区分の設定について、おおむね次のような運営状況を想定している。 

 ① 想定する保育児の人数及び年齢 

  【区分１】 保育児の人数 ０人 



  【区分２】 保育児の人数 ０歳児 １人、１～２歳児 ４人、３歳児 ２人、４～

５歳児 ３人（合計１０人）   

【区分３】 保育児の人数 ０歳児 ２人、１～２歳児 ６人、３歳児 ３人、４～

５歳児 ４人（合計１５人） 

 ② 想定する保育士の配置人数 

  【区分１】 保育士の配置人数 ０名 

  【区分２】 保育士の配置人数 ２名 

  【区分３】 保育士の配置人数 ２名 

③ 留意事項 

・②の想定する保育士の配置人数は、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準

（昭和23年厚生省令第63号）に定める最低配置人数を想定している。 

・本業務に係る企画提案に関して、より良い保育所運営の質を確保するため、この

基準を上回る提案をすることについては、差支えない。 

・見積書（第６号様式の１）及び見積内訳書・区分別見積書（第６号様式の２）に

記入する見積額については、上記①、②の条件をもとに算出した額で見積もるこ

と。 

（４）契約書に記載する委託料の限度額 

契約書に記載する委託料の限度額は、【区分３】の額に３６か月分を乗じた金額と

する。なお、各年度の委託料の限度額は、【区分３】の額に１２か月分を乗じた金額

とする。 

５ 施設の概要 

（１）名称   三重県立子ども心身発達医療センター院内保育所 

（２）所在地  三重県津市大里窪田町３４０番５ 

三重県立子ども心身発達医療センター内 

（３）入所定員 １５名 

（４）施設状況 建物約 77㎡、光庭 42㎡他 

（三重県立子ども心身発達医療センター１階の一部） 

【管理運営にかかる事項】 

６ 管理運営に関する基本的事項  

（１）児童福祉法、児童福祉施設最低基準、保育所保育指針等、関係法令・通知等を遵

守すること。  

（２）認可外保育施設指導監督基準（令和 6年 4月 10日改正）並びに、三重県立子ども

心身発達医療センター院内保育所設置運営要綱に基づき、適正な保育所運営を行う

こと。  

（３）児童の安全確保、健康の維持及び衛生の保持について細心の注意を払うととも

に、危機管理の徹底に努めること。 

（４）受託者は委託者と連絡を密にして、円滑な保育所運営に努めること。 



（５）受託者は、年に 1回以上利用者アンケートを行い、よりよい保育サービスを提供

できるよう努力すること。 

（６）施設設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。  

（７）運営にあたっては、公平かつ平等な利用を確保すること。  

（８）業務に関する帳簿類を整え、適切に管理すること。 

（９）保育所を楽しい場とするための工夫・提案を積極的に行うこと。 

（10）委託者が実施する消防・防災等の訓練に協力・参加すること。 

７ 管理運営に関する業務内容  

（１）保育の実施  

① 対象年齢 ：0歳児から 5歳児（小学校就学前までの乳幼児）  

② 保育時間  

ア 昼間保育（昼間開所時間）  

８：００～１８：００ 

イ 夜間保育（夜間開所時間） 

１８：００～翌日８：００（概ね３日毎、月９日） 

ウ 延長保育  

最長１９：４５迄（祝日、夜間保育日を除く、開所日における月、水、金曜

日、年間 92回） 

③ 休所日 

ア 月５回 

イ １月１日、２日、３日 

④ 保育の種類（利用区分）  

ア 月極保育 

月を単位として、継続的に行う保育をいう。  

イ 臨時保育 

保育所の運営時間帯において、臨時的に行う保育をいう。 

⑤ 保育所利用時間帯 

保護者の勤務形態 保育時間 

早番     ６：３０ ～     １６：１５ 

日勤 ８：００ ～     １７：４５ 

早遅勤務    １０：００ ～     １９：４５ 

遅勤務 １２：３０ ～     ２２：１５ 

準夜勤（泊） １５：３０ ～ 最長翌日１０：００ 

日勤・深夜     ８：００ ～ 最長翌日１５：３０ 

   ※ 日々の勤務の事情により送迎時間が前後する場合がある。 

   ※ 保育所の利用時間は原則として勤務始業時刻 30分前から勤務終了後 30分ま

でとする。上記保育時間の他保護者の勤務形態に併せて設定すること。 



（２）施設及び設備の維持管理、衛生管理に関する業務  

保育所の機能と環境を良好に維持し、保育業務が常に快適かつ衛生的に行われる

ために、日常の必要な掃除、施設等の点検及び保守管理を行うこと。また、不可抗

力により生じた施設の不備や不具合が明らかになった場合は、直ちに委託者へ報告

し、協議すること。 

① 施設内の日常清掃、定期清掃を行うこと。 

② 施設内の遊具、設備等の適切な維持管理、点検を行うこと。 

③ 園児等の使用する設備、食器その他備品等ついて、衛生的な管理に努め、衛生

上必要な措置を講じるとともに、感染予防対策に万全を期すること。 

④ 園児が使用する器具、遊具及び食器等については、環境及び園児の安全・衛生

面にも配慮したものを配備すること。 

（３）給食、副食（おやつ） 

① 給食、副食（おやつ）は、委託者が提供する。 

② 受託者は、三重県立子ども心身発達医療センター内にある厨房より提供される

朝食、副食（おやつ）、昼食、夕食を受け取り、時間に応じて園児に喫食させる。 

③ アレルギー対応食を必要とする園児は、受託者が保護者、委託者と協議し適切

に対応する。 

④ 給食、副食（おやつ）に関する具体的な取り扱いについては、委託者が別途契

約する給食事業者との協議後、受託者と詳細について定めるものとする。 

（４）その他の必要な管理業務 

① 入所案内等作成、保護者説明会の実施 

② 入所時面談及び入退所手続きにおける委託者との連携 

③ 保育所利用実績の集計及び保育料の計算 

④ 報告書等の作成および提出 

ア 従事職員名簿、勤務割表、非常時連絡表 

イ 年間行事表 

ウ 保育所年間開所状況カレンダー 

エ 重大な事故等が発生した場合における報告書 

オ 各種統計等の資料作成 

カ アからウの提出時期については、令和８年度にあっては、令和８年３月１９

日（木）までとし、令和９年度・令和 10年度にあっては、当該年度開始の 2か

月前までとする。 

⑤ 視察、見学等の対応 

⑥ その他、管理運営上必要であって、上記いずれにも該当しない軽易な業務 

８ 職員の配置及び条件 

業務に従事させる職員の基準は、次のとおりとする。 

（１）児童福祉法（昭和 22年法第 164号）第１８条の４に定める保育士であること。 



（２）本仕様書で示す委託業務を遂行するために、児童福祉施設最低基準第３３条２項

に定める基準以上の人員配置を遵守し、園児の状況によって増減させること。 

（３）受託者は、業務の実施にあたり配置した保育士の中から責任者１名を定めるこ

と。責任者は保育実務経験が１０年以上または同等の経歴、識見、能力を有する

ものとする。 

（４）園児の健やかな保育のため、保育士は、年間を通じ固定の配置とするよう努める

とともに、職員定着に向けた取り組みを行うこと。 

また、受託者の事情により欠員が生じることのないよう、代替要員の確保等必要

な措置を講じること。 

（５）各保育時間帯の責任体制、連絡体制等を明確にするなど、業務の円滑な遂行のた

めの体制を整えておくとともに、シフト交代時の申し送りを適切に行うこと。  

（６）保育士に対し、保育知識、安全その他の研修を実施し、運営に必要な知識や技能

の習得を促すこと。 

（７）労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）に基づく職員の健康診断を実施するこ

と。  

９ 災害時保育 

  台風、大震災などの災害時については、状況に応じて対象外児童も職員の勤務時間

に保育を行うこと。ただし、預かる児童数の上限は、入所定員の１５名とする。 

10 災害等による出勤困難 

  受託者は、地震、水害、火災その他の災害等により保育時間に開所することが著し

く困難である場合、受託者は直ちに委託者に報告するとともに誠意をもって対応する

こと。 

11 履行開始にかかる準備 

保育所運営の円滑な履行開始に向けて、履行開始までのスケジュール作成、法的手

続き等の必要な履行準備を行うこと。 

（１）履行開始までのスケジュールを作成し、事前にシミュレーションを行う等、履行

開始日に確実に保育所運営が実施できるよう準備を行うこと。 

（２）その他、履行開始までに必要な行為について委託者と連絡を密にするとともに、

双方の協力のもと円滑な履行開始を実現すること。 

12 引継ぎに関する事項 

  受託者は、契約が終了することとなった場合は、受託者の責任において、本契約期

間内に引継期間を設け、新たに本業務を受託する者が円滑な業務遂行を図れるよう引

継ぎを行うこと。 

13 保険への加入 

  受託者は、保育中の事故等に備え、園児を被保険者とする保険（保育施設賠償責任

保険、保育所傷害保険等）に加入すること。 

 



14 管理運営に係る経費の分担 

委託者と受託者の負担する経費の区分は下記のとおりとする。 

（１）委託者が負担するもの 

① 保育室、乳児室、事務室、光庭等の施設 

② 遊具等業務遂行上必要な備品 

③ 机、ロッカー等の事務用等の備品 

④ 固定電話機（通話料を除く） 

⑤ 園児に提供する食事及び副食（おやつ） 

⑥ 必要な光熱水費 

⑦ その他、発注者が負担することが適当であると認められるもの 

（２） 受託者が負担するもの 

① 折り紙、画用紙、クレヨン等保育用品 

（一部保護者負担を求めることは可） 

② 午睡用布団にかかる経費 

③ パソコン、プリンター、ＦＡＸ等の事務用機器 

④ 事務用消耗品 

⑤ 保育士の被服 

⑥ 遠足、運動会、クリスマス会等の事業に係る経費 

（一部保護者負担を求めることは可） 

⑦ 賠償責任保険等にかかる経費 

⑧ 必要な通信費（電話代、インターネット使用料等） 

⑨ その他、受託者が負担することが適当であると認められるもの 

【その他の事項】 

15 管理運営及び施設整備にかかるその他の事項 

（１）遵守事項 

① 運営においては保護者、委託者、関係機関との相互理解に努め、良好な関係を

維持すること。 

② 保護者に対して要望や苦情の対応体制を明確にするとともに、保護者の意見・

要望を聞くための取り組みを行い、その意向に配慮すること。 

③ 受託者は園児に事故が発生しないよう万全の対策を講じ、事故が発生した場

合、受託者は直ちに委託者に報告するとともに誠意をもって対応すること。 

なお、受託者は管理運営上の自らのリスクに対し、園児の災害（負傷、疾病、

障害又は死亡）、保育中や通園中の災害に対応した適切な保険等に加入すること。 

④ 保育を実施する中で、園児への人権配慮はもちろんのこと、児童虐待の防止等

に関する法律（平成 12年法律第 82号）に基づき、虐待を受けたと思われる児童

の早期発見及び通告に対する適切な対応を図り、必要に応じて関係機関との連携

を図ること。 



⑤ 本業務に関し、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関

するガイドライン」記載の「虐待等と疑われる事案」（虐待等を含む。）、事故、苦

情、重大な事務過誤等が生じたときは、受託者は委託者に対し、直ちにその旨を

報告するものとする。「虐待等と疑われる事案」については、虐待等を受けたと思

われる児童を発見した者から受託者に通告その他の情報提供（受託者の役職員か

らのものを含む。）があった場合も同様とする。事故、苦情、重大な事務過誤等の

場合については、その疑いが生じた場合も同様とする。 

⑥ 受託者及び受託者の従業員は、業務上知り得た業務内容及び園児、職員に関す

る秘密を他に漏らしてはならない。また、この契約の実施にあたり、またはこの

契約の事務に関して知ることができた個人情報の取扱いについては、別記「個人

情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 

⑦ 受託者は、業務の全部を一括して、または業務の主たる部分を第三者に委託ま

たは請け負わせることを禁ずる。ただし、受託者が委託者の承認を得た場合は、

業務の一部を第三者に委託または請け負わせることができる。 

⑧ 受託者の保育サービス等が本仕様書に定める水準を満たしていないと委託者が

判断した場合、委託者は受託者に対して改善措置を勧告し、速やかに改善策の提

出及びその実施を求めることができることとする。 

また、受託者が委託者の指定する期間内に十分な業務の改善が行えなかったと

きは、委託者は契約の解除及びこれにより生じた賠償を受託者に対し請求するこ

とができる。 

（２）その他 

① 契約後に仕様書の内容に変更があった場合、契約金額に変更のない範囲におい

ては柔軟に対応すること。 

② 保育所の運営にあたり、児童福祉法 59条の 2の規定に基づく認可外保育施設運

営等に係る手続きに協力すること。 

③ その他、本仕様書に記載のない事項については双方が誠意をもって協議の上、

決定する。 

 


